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令和元年度 社会福祉法人倉敷市社会福祉協議会 

職員（一般）採用試験受験案内 
 

令和元年１０月１７日 

倉敷市社会福祉協議会職員採用試験委員会 

 
 
 

□ 受 付 期 間 

令和元年１０月１７日（木） ～ 令和元年１１月１３日（水）消印有効 

   ※ 郵送で事故が発生した場合の責任は負いません。 

 

 

１ 採用人員・職務内容・勤務場所 

(1)  採用人員  2名 

(2)  職務内容  地域福祉推進に関する企画実施及び一般事務等 

  （地域活動の推進，在宅福祉活動の推進，日常生活自立支援事業，ボランティア活動

の推進，法人運営に関する一般事務・経理等） 

(3)  勤務場所  倉敷市社会福祉協議会事務局 総務課・地域福祉課及び各事務所 

 

２ 受験資格 

  以下の受験資格を満たしている人 

(1) 29歳以下(令和 2年 4月 1日現在) 

(2) 学校教育法に基づく四年制大学を卒業した人 

（令和 2年 3月までに卒業見込みを含む） 

(3) 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する人，または受験資格を有する人 

  （「社会福祉士・精神保健福祉士受験資格」は，令和 2年 3月までの取得見込みを含む） 

(4) 普通または中型自動車以上の運転免許を有する人（令和 2年 3月までの取得見込みを含む） 

※ 職員採用試験(一般)及び(有期)の両方の条件を満たす人は、両方の受験申込をす 

 ることが出来ます。 

  ※ 大学の卒業を条件として合格した人で令和２年３月３１日までに卒業できない場 

合は，採用されません。 

  ※「社会福祉士・精神保健福祉士受験資格」を取得見込みの人で令和２年３月３１日 

までに当該資格が取得できない場合は，採用されません。 

  

※ 外国籍の人の受験について 

上記の受験資格を満たし，次のいずれかに該当する外国籍の人も受験できます。 

(1)  出入国管理及び難民認定法（昭和２６年法律第３１９号）に定められている永住者 

(2)  日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特 

例法（平成３年法律第７１号）に定められている特別永住者 
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※ 次の項目に該当する方は，受験できません。 

 (1)  禁固以上の刑に処せられ，その執行を終えるまで，又はその執行を受けることがな 

くなるまでの人 

(2)  日本国憲法施行の日以後において，日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で 

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し，又はこれに加入した人 

 

３ 試験申込書の入手方法 

(1)  インターネットから出力する場合 

次のホームページアドレスにアクセスして，受験案内、試験申込書（表・裏），職務経歴書

及び受験票の様式はＡ４用紙にプリントアウトし，使用してください。 

http://kurashikisyakyo.or.jp 

※ 携帯サイトからは出力できませんのでご注意ください。 

(2)  直接取りに行く場合 

交付場所 

倉敷市社会福祉協議会 事務局 

・総務課（笹沖１８０番地 くらしき健康福祉プラザ内） 

※ 月曜日，祝祭日を除く８時３０分から１７時１５分まで。 

   

(3) 郵送による場合 

①の封筒に②を入れて，下記「４ 受験申込の方法」の申込先へ郵送してください。 

（総務課から，②の返信用封筒を使用して，受験申込書等を送付します。） 

② 「試験申込書等請求」と朱書きし，差出人を明記した封筒 

② 返信用封筒（定型「長形３号〈縦 23.5㎝×横 12.0㎝〉」） 

※ ８４円切手を貼付し，宛て先に，差出人の住所・氏名を明記してください。 

※ 電話，Ｅメールでの受験申込書等の送付請求はできませんのでご注意ください。 

 

４ 受験申込の方法 

申 込 先 

 

問い合わせ先 

倉敷市社会福祉協議会職員採用試験委員会 

（倉敷市社会福祉協議会総務課内） 

〒710-0834 倉敷市笹沖１８０番地 TEL（０８６）４３４－３３０１ 

提出書類 

① 試験申込書  １通（指定のもので，自筆に限る） 

② 職務経歴書(職歴がある方のみ) 

③ 受験票(採用試験申込書と同じ写真を貼付のこと) 

④ 返信用封筒  1通 

 受験票をお送りしますので，定型「長形３号〈縦 23.5㎝×横 12.0㎝〉」

の封筒に受験者本人の住所・氏名を記載したうえ８４円切手を貼付して

ください。 

※ 写真は，試験日前６か月以内に撮影の脱帽，上半身で，縦 3.0 ㎝×  

横 2.4㎝です。 

※ 試験当日，受験票がない場合及び写真がない場合は受験できません。 

以下の書類は第一次試験合格後に提出してください。 

⑤ 社会福祉士・精神保健福祉士の資格証の写し若しくは受験票・受験資

格取得証明書(見込みを含む)の写し  １通 

⑥ 卒業証明書，卒業証書の写し，若しくは卒業見込証明書  １通 

⑦ 運転免許証の写し  １通 

※ 上記①～⑦の書類は返却できません。 



一般(3) 

 

受付期間 
令和元年１０月１７日（木）から令和元年１１月１３日（水）までの消印

があるもののみを有効とします。 

提出方法 

（郵送のみ） 

上記記載の提出書類を郵送にて提出してください。 

封筒のおもてに「受験申込」と朱書きしてください。（特定記録郵便が望

ましい。なお，普通郵便による郵送で事故が発生した場合の責任は負いま

せん。） 

※持参による提出は受付できません。 

受験票の通知 

提出された申込書により受験資格を審査した後，受験票を郵送により交付

します。 

※ 令和元年１１月２０日（水）までに受験票が届かない場合は，必ず 

１１月２２日（金）１７時１５分までに申込先に問い合わせてください。 

その後のお問い合わせには応じられませんので，ご注意ください。 

 

５ 試験及び合格発表の日程 

区 分 日  時 場  所 

第一次試験 

令和元年１１月２５日（月） 

受付時間 １３時～１３時２０分 

試験開始 １３時３０分 

試験終了 １７時頃 

くらしき健康福祉プラザ３階  

ボランティア交流室 

（倉敷市笹沖１８０番地） 

第一次試験

合格発表 
令和元年１２月１０日（火） 

倉敷市社会福祉協議会総務課の掲示

場，倉敷市社会福祉協議会のホームペ

ージ（※１） 

第二次試験 令和元年１２月２１日（土） 
第二次試験の受験者には，受付時間，

場所等を通知します。 

第二次試験

合格発表 
令和元年１２月２４日（火） 

倉敷市社会福祉協議会総務課の掲示

場，倉敷市社会福祉協議会のホームペ

ージ（※１） 

第二次試験の合格者は，健康診断書（所

定の用紙）を提出していただきます。 

 ※１ 合格者のみの受験番号を発表します。 

※  車いすの使用等，受験に際して特別の配慮を必要とされる方は，あらかじめ倉敷市

社会福祉協議会職員採用試験委員会（総務課内）まで連絡してください。 

 

 ６ 試験方法 

   試験は第一次試験及び第二次試験とし，第二次試験は第一次試験の合格者に対して行います。 

   第一次試験及び第二次試験とも，筆記用具が必要です。 

   

第一次試験 

書類選考  申込時の提出書類(試験申込書及び職務経歴書等)による選考 

一般教養試験 職務遂行上必要な一般知識についての筆記試験を行います。 

適性検査 職務遂行上必要な素質及び適性について検査します。 

第二次試験 
作文 当日与える課題に基づき行います。 

口述試験 個別面接を行います。 
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 ７ 合格から採用まで 

(1) 採用予定日は，令和２年４月１日です。ただし，６箇月間の条件付採用期間を良好な 

成績で勤務した場合に正規採用になります。 

(2) 配属予定部署は，総務課，地域福祉課または市内の各事務所となります。 

ただし，採用後は定期的に他部署へ人事異動があります。 

 

８ 給与等の勤務条件（平成３１年４月１日現在） 

種 類 内    容 

給  料 
初任給 大学卒 １７０，１００円～ 

※ 職歴等を有する人は，経験に応じて加算される場合があります。 

昇  給 原則として年１回 

諸 手 当 

期末・勤勉手当（年４．４５か月），住居手当，通勤手当等がそれぞれの支給

条件に応じて支給されます。 

※４月１日採用の場合，初年度６月の期末・勤勉手当は支給額の１００分の

３０に減額されます。 

勤務時間 週３８．７５時間 

休  日 

週休２日 

・総務課・地域福祉課は，毎週月曜日及び勤務表により土日いずれか１日 

・各事務所は，土曜日・日曜日 

祝祭日 

年末年始 

休  暇 年次休暇，特別休暇（結婚，出産，忌引，介護等に要する休暇）等 

そ の 他 定年６０歳（再雇用６５歳まで） 

 

※ 採用されるまでに，給与等の勤務条件に関する規程等の改正が行なわれた場合は，そ

の規程等で定める内容となります。 


